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問い合わせ 健康づくり課（保健センター内）
�465-8611 �466-7522

※各種相談の日程は、１４ページをご覧ください。

※当番医は変更
になる場合もあ
ります。確認し
てからお出かけ
ください。

※救急医療のお問い合わせ
●埼玉県救急医療情報センター �０４８―８２４―４１９９
●埼玉県南西部消防本部 �０４８―４６０―０１２３
※小児救急電話相談
●＃８０００（携帯電話からも相談可能）

※３・４月の休日歯科応急診療所
実 施 日 ３月１７日㈰・２０日（水・祝）・２４日㈰・３１日㈰・４月７日㈰・１４日㈰
受 付 時 間 午前９時～１１時３０分（問い合わせ：�０４８―４８１―２２１１）
場 所 新座市休日歯科応急診療所 （新座市保健センター）
診 察 料 健康保険法の規定料金 （保険証を必ずお持ちください。）

日曜・休日に実施している医療機関

そ の 他
申し込み／母子健康手帳交付時に配布している

出生連絡票をお送りください。
※電話での申し込みもお受けします。

内容／楽しく体を動かしながら発達をうながす
教室です

申し込み／健康づくり課（電話で要予約）
※詳しくは健康づくり課までお問い合わせください。

内容／参加者同士の交流、手遊び
申し込み／健康づくり課（電話で要予約）

≪子どもの予防接種が変わりました≫
◆単独不活化ポリオ予防接種の４回目（追加接種）は、平成２４年１０月２３日から定期接種となりました。
◆ヒブの予防接種の４回目（追加接種）は、これまで３回目接種終了後、「おおむね１年」でしたが、平成２４年１１月１４日から「７～１３か月
の間隔をあけて接種ができる」ことになりました。

生後４か月児未満のお子さんが
いるすべての家庭

心身の発達に心配のある
お子さんとその保護者

０～３歳児くらいまでの
多胎児とその保護者
多胎児を妊娠中の妊婦

対 象
内容／助産師・保健師が訪問し、
赤ちゃんの発育発達の確認や
育児全般のご相談に応じます。

３月２２日㈮、４月１２日㈮
午前１０時～１１時３０分
保健センター

３月２１日㈭、４月２２日㈪
午前１０時３０分～１１時３０分
保健センター

日時・会場
お誕生訪問

ひまわり教室

ぴーなっつ

内 容

�（０４８）
４２３―０７０２

４７３―７９２９

４６７―００７１

４８０―１１８７

４８６―３７７０

科 目
眼

耳

眼

耳・アレ・気

整外・リハ

診 療 所 名
志木駅前眼科

志木江原耳鼻咽喉科

佐々木眼科医院

三須耳鼻咽喉科
かとう整形外科・
リハビリテーション科

場所
新座

志木

和光

新座

志木

�（０４８）
４６７―１１５５

４７３―６６１１

４８５―２６００

４６１―２２２６

４６０―２９００

科 目
内・外

内・小
内・消内・アレ・
糖内
内・小

小・アレ・内

診 療 所 名
新倉診療所

鈴木内科

たで内科クリニック

西谷医院
ひろせこども
クリニック

場所
和光

朝霞

志木

和光

朝霞

月日
⑳
２４

３１

７

１４

３

４

乳幼児と保護者の方へ

平成２５年度版 健康カレンダー配布のお知らせ
市では、毎年各種保健事業および医療マップを掲載した健康カレンダーを作成しています。
平成２５年度版については、３月末の完成を予定しており、広報あさか４月号と併せて配布します。
また、各公共施設に備え置くほか、市ホームページにも掲載しますのでご利用ください。

依存症から回復するために
本人が問題を認識し、同じ問題を抱えた人のグループに参加
したりすることが回復につながります。
本人が問題を認識していない場合は、まずはご家族からの相
談をお勧めします。

ひとりで悩まず、まずは相談を
市や埼玉県では、こころの問題や悩みを持つ本人やご家族か
らの相談を予約制で実施しています。詳しくはお問い合わせく
ださい。
・健康づくり課
・朝霞保健所（�４６１―０４６８）

依存症の種類
薬物、アルコール、パチンコ、競馬など。

依存症の主な特徴
１．「病気」という自覚がないため、自分の意志で
コントロールできない。

２．脳や内臓にダメージを受けたり、うつ病、不
眠症など精神症状が合併する。

３．暴力、虐待などにより家庭崩壊に至ったり、
失職、借金などから社会問題に発展する恐れ
がある。

出典：厚生労働省

未未熟熟児児養養育育医医療療給給付付のの申申請請先先がが市市町町村村ににななりりまますす。。（（平平成成２２５５年年４４月月～～））
対象／朝霞市に居住し、出生直後に医師から入院養育が必要と認められた乳児（満１歳未満）
内容／体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

養育医療給付を受けることができるのは全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
主治医とご相談・ご確認のうえ、申請ください。詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ／健康づくり課

問…問い合わせ 内…内線

※健診等の費用について、特に記載しているもの以外は無料です。

午前１０時～午後４時
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各種健（検）診等の年間
日程は「朝霞市健康カ
レンダー」に掲載して
います


